
 

みなと分庁舎４階事務室使用者の公募について 

 

 

県では、県有施設の有効活用を図るため、みなと分庁舎４階の余裕部分を事

務室等として貸付けを行います。 
 
 
１ 貸付施設 
（１）名 称   三八地域県民局みなと分庁舎４階 
（２）所在地   八戸市大字河原木字北沼１番１３１ 
（３）面 積   区画１ １５０㎡ 
         区画２ １００㎡ 

 （４）駐車場   屋外１０台程度 
 
２ 貸付期間    借地借家法第３８条第１項に基づく定期建物賃貸借契約 

により２年間固定とし、始期は、令和７年２月１日から 
同年７月１日までの間とする。 

 
３ 公募方法    県庁ホームページで公募します。 
 
４ 公募期間    令和６年１２月１６日～令和７年１月１０日 
 
５ 募集最低価格  区画１ 年額１，８１５，０００円 
          区画２ 年額１，２１０，０００円 

（消費税込 共用部分の清掃費含、施設使用料別途） 
なお、屋外駐車場使用料は１台当たり月額３，３００円の

定額とします。 
 
６ 選定方法    応募書類を審査の上、必要な資格を満たしている応募者

のうち、賃料の募集最低価格以上の額で、かつ賃料及び駐

車場使用料の合計額が最高の価格で申込を行った応募者を

区画ごとの借主として選定します。 

 
７ その他     詳細については、県庁ホームページを参照してください。 
 
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kanri/minatotyousyakoubo.html 

 
 


